
県立図書館の学校支援について

小学校・中学校・義務教育学校、特別支援学校



はじめに
【学校図書館の主な機能】

①児童生徒の読書活動や児童生徒への読書指導の場である「読書センター」

②児童生徒の学習活動を支援したり，授業の内容を豊かにしてその理解を深めたりする「学習センター」

③児童生徒や教職員の情報ニーズに対応したり，児童生徒の情報の収集・選択・活用能力を育成したりする

「情報センター」

★これらの機能を果たすためには、学校図書館と公立図書館の連携、協力が必要です。

県立図書館では、県内の学校を支援するための各種サービスを実施しています。

○学校図書館法

第４条第５号 他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

○図書館法

第３条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、

及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。



貸出サービス ①協力貸出
県立図書館が所蔵する約120万冊の資料を、

学校から直接貸出申込ができます。

◆ 貸出期間 ： １ヶ月間（配送期間を含む） １５日間延長可

◆ 貸出冊数 ： 原則制限なし

◆ 利用方法 ： 図書館・学校専用システムＯＬＩＢ（オリーブ）にて検索、予約入力をする

◆ 貸 出 ： 学校が所在する市町村図書館での受取、来館

返 却 ： 上記図書館での返却または郵送（借受校が経費負担）、来館

※大分市内の学校は貸出、返却とも直接来館による。

◆ 登録方法 ： 小学校、中学校、義務教育学校は各市教委を通じて申請してください。

自校が登録しているか分からない場合やパスワードが分からない場合はお問い合わせください。

ＯＬＩＢトップページ



協力貸出イメージ図（小・中） ※県立学校は配送方法が異なります



貸出サービス ②団体貸出
団体貸出書庫の中から自由に図書を選定し、大量に長期間借りることができます。

◆ 貸出期間 ： ３ヶ月以内

◆ 貸出冊数 ： 1,000冊まで

◆ 利用方法 ： 来館による貸出

◆ 登録手続 ： 「団体貸出文庫利用申請書」を

提出してください。



貸出サービス ②団体貸出
【バリアフリー図書コーナー】 団体貸出文庫内

◆対 象： 特別支援学校（級）や障害児福祉施設等、障がいのあるお子さんの在籍する学校及び団体。

◆利用方法： 団体貸出、協力貸出による。教材として利用したい学校にも貸出します。

このほか、 「大活字本」や点字絵本のような「さわる絵本」もあります。

★しかけ絵本 ★マルチメディアデイジー図書★布絵本 ★ＬＬブック



貸出サービス③団体貸出
県立図書館では、年齢別（乳幼児～高校生）のおすすめの本のブックリストを作成しています。

掲載されている本を、学校や団体に貸出しています。

◆ ブックリストはホームページに掲載しています



その他 ①学校図書館支援コーナー
学校図書館の運営や授業での学校図書館の活用に関する資料が揃っています。

◆場 所 ： 県立図書館 ２階 子どもの本資料室内

◆対 象 ： 教職員、学校図書館関係者（学校司書）等

◆利用方法 ： 個人貸出、協力貸出



その他
②調査相談（レファレンス）サービス

県立図書館の司書が、調べもの、課題解決、本探し等の支援を行います。

当館の資料で解決できない場合は、専門機関等の問い合わせ先の紹介も行います。

◆受付方法 ： 電話、FAX、メール

※専用申込受付フォームがあります。

県立図書館ＨＰ＞ＯＬＩＢ＞レファレンス



その他 ③教科書コーナー
教科書を常時保管・展示し、一般利用者や教職員等が閲覧・利用できるようにしています。

◆場 所 ： 県立図書館 ２階 一般資料室内

◆利用方法 ： 閲覧のみ。貸出はできません。

◆そ の 他 ： 小中学校の現行の全教科書。

高等学校は一部の教科書のみ。



その他
④スクールサービスデイ（調べ学習体験）

休館日に、学年、学級単位での調べ学習を受入しています。

対象：県内の小学校（第３学年～第６学年）、義務教育学校、中学校、高等学校の児童生徒

◆図書館の使い方や本の調べ方を学ぶ。

◆県立図書館の豊富な資料を利用し、県立図書館司書の支援等を受けながら、

実際に調べ学習を行う。



その他
⑤学校・団体 活動支援プログラム

館内見学や調べ学習などの活動の支援をしています。

対象：学校及び団体（概ね５名以上）

◆活動内容はオーダーメイドで作成できる。

◆館内見学や調べ学習、読み聞かせ活動等を行う。



その他
⑥職場体験・インターンシップの受入

中学生、高校生、大学生の職場体験学習、インターンシップの受入をしています。



その他 ⑦除籍図書の無償譲渡

受入後一定期間を経過した団体貸出用図書や、

不要の寄贈本等を学校や団体に譲渡しています。

◆ 時期 年２回程度（８月、１月頃）

日程等については、OLIBサイトでお知らせします。



ご利用
お待ちしています！

お問い合わせは
大分県立図書館 学校・地域支援課まで
電話番号：097-546-9978


